
●平成 17年度漁村再生交付金事業坂尻地区
　防波堤改良工事請負契約変更の報告について
   町長の専決事項の指定 (平成 13年決議第 8号 ) 第 1
号の規定により、工事請負契約変更を下記のとおり専決
したことについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）
第 180条第 2項の規定により報告されました。
　　契約変更金額  　　　３,０４０,０００円の増  
　（変更後の契約金額  ９５,６５０,０００円）

報　　告

条例の制定
●次の5つの条例が制定・改正されました。
・美浜町ディサービスセンターの設置及び管理に関する
　条例の一部を改正する条例
　美浜町ディサービスセンターの管理を指定管理者に行
わせるため、条例の一部が改正されました。
・美浜町長期継続契約を締結することができる契約を定
　める条例
　地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令
第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結す
ることができる契約を定める条例が制定されました。
・美浜町企業誘致条例
   企業誘致の促進を図るため、本町に工場等を立地する
事業者に対して必要な奨励措置を行うため、条例が制定
されました。
・美浜町ゆうあいひろばの設置及び管理に関する条例
   生活改善センター等を廃止するため、美浜町生活改
善センター等の設置及び管理に関する条例を廃止し、併
せて同条例中の美浜町ゆうあいひろばについて、設置及
び管理に関する条例が制定されました。
・美浜町議会委員会条例の一部を改正する条例
   議員定数の減少に伴い、常任委員会の数、名称及び
委員定数が議員発議により下記のとおり改正されました。

第四次美浜町総合振興計画
　　　　　基本構想の策定

規約の変更等
・福井県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体  
　の数の減少及び同組合規約の変更等について
・福井県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する
　地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更について
・福井県自治会館組合を組織する地方公共団体の数の
　減少について
・福井県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体
　の数の減少及び同組合規約の変更等について
・嶺南広域行政組合を組織する地方公共団体の数の減少
　及び同組合規約の変更について
・公立小浜病院組合規約の変更について
　以上は、市町村合併に伴い、各規約を変更することに
ついて、関係地方公共団体と協議されることになりまし
た。

意見書

  ●次の意見書提出要請が採択されました。
・拉致被害者及び特定失踪者に関し真相究明を求める
  意見書

介護保険システム備品購入契約

平成１７年度漁村再生交付金事業
　丹生地区親水突堤工事請負契約

契約の目的  介護保険システム備品購入
契約の方法  指名競争入札による
契 約 金 額  １２，５４７，５００円
契約の相手方  福井システムズ株式会社

契約の目的  平成１７年度漁村再生交付金事業
 丹生地区親水突堤工事

契約の方法  指名競争入札による
契 約 金 額  ８２，４２５，０００円
契約の相手方  株式会社 武田組

美浜町議会議員選挙美浜町議会議員選挙
●投票日　３月  ５ 日（日）
●告示日　２月２８日（火）
選 挙 す べ き 人 員   １６人
選挙を行うべき事由　任期満了による
　　　　　　　　　（３月１４日満了）

●平成18年度から平成27年度までのまちづくりの指針
となる「第四次美浜町総合振興計画」の基本構想策定に
ついて議決されました。

新 旧
議員定数 16人 18人

常任
委員会

２委員会            (定数)
･総務文教常任委員会(8人)
･産業厚生常任委員会(8人)

３委員会            (定数)
･総務常任委員会　　(6人)
･産業建設常任委員会(6人)
･厚生常任委員会　　(6人)
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※お問い合わせ先　美浜町選挙管理委員会〈町総務課内〉（担当・島田）☎３２－６７００

立候補予定者説明会
日時：２月７日（火）
　　　　午後１時３０分～
会場：町役場　３階正庁
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税
務
署
で
は
「
納
税
者
の
方
が
自
ら

正
し
い
申
告
と
納
税
を
行
う
」
と
い
う

申
告
納
税
制
度
の
趣
旨
か
ら
、
確
定
申

告
書
等
を
ご
自
分
で
正
し
く
作
成
し
て

い
た
だ
く
「
自
書
申
告
」
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
申
告
書
作
成
会
場
に
お

い
て
も
「
確
定
申
告
の
手
引
」
を
見

て
、
ご
自
分
で
確
定
申
告
書
等
を
作
成

し
て
い
た
だ
く
よ
う
な
相
談
・
指
導
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
自
分
で
申
告
書
を
作
成
さ
れ
た
方

は
、
送
付
に
よ
る
早
期
提
出
を
お
勧
め

し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
書
は
汚
し
た
り
ホ
ッ
チ
キ

ス
で
と
め
た
り
し
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

 

２
月
16
日(

木)

〜
３
月
15
日(

水)

・
事
業
を
し
て
い
る
方
、
不
動
産
収
入
の
あ

　

る
方
、
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
方
な
ど
で

　

所
得
合
計
額
が
所
得
控
除
額
の
合
計
額
を

　

超
え
る
方

・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
給
与
の
年
収
が

　

２
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
方
や
、
給
与

　

所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円

　

を
超
え
る
方　

な
ど

申
告
相
談
に
つ
い
て

必
要
な
も
の

・
印
鑑
、
筆
記
用
具
、
計
算
機

・
平
成
17
年
中
の
収
入
や
必
要
経
費
を
明
ら

　

か
に
す
る
書
類

・
公
的
年
金
、
給
与
等
の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

・
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

　

証
明
書

・
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、
損
害

　

保
険
料
の
支
払
証
明
書
（
給
与
所
得
者
で

　

年
末
調
整
時
に
勤
務
先
へ
提
出
さ
れ
て
い

　

る
場
合
は
不
要
）

・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
〔
医
療
費
の

　

支
払
額
か
ら
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ

　

る
金
額
を
差
し
引
い
た
額
が
10
万
円
以
上

　

（
所
得
の
５
％
が
10
万
円
以
下
の
方
は

　

そ
の
金
額
）
〕
は
、
医
療
費
控
除
の
明

　

細
書
（
税
務
署
又
は
役
場
に
あ
り
ま
す
）

　

及
び
領
収
書

・
そ
の
他
所
得
控
除
を
受
け
る
た
め
の
書
類

　

ご
自
分
で
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
困

難
な
方
は
、
期
間
中
次
の
申
告
相
談
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

●
敦
賀
税
務
署
の
申
告
書
作
成
会
場

　

会
場  

敦
賀
税
務
署（

敦
賀
駅
前
合
同
庁
舎
）

　

日
時  

１
月
26
日(

木)

〜
３
月
15
日(

水)

　
　
　

（
消
費
税
・
地
方
消
費
税
は

３
月
31
日(

金)

ま
で
）

●
税
理
士
に
よ
る
無
料
相
談

(

所
得
税
・
消
費
税
・
譲
渡
所
得
・
贈
与
税)

　

会
場  

あ
い
あ
い
プ
ラ
ザ

（
敦
賀
市
東
洋
町
４
‐
１
）

　

日
時  

２
月
23
日(

木)

〜
25
日(

土)

　
　
　

  

午
前
９
時
〜
正
午

　
　
　

  

午
後
１
時
〜
午
後
4
時

●
公
的
年
金
受
給
者
の
申
告
説
明
会

　

会
場 

は
あ
と
ぴ
あ

　

日
時 

２
月
３
日
（
金
）

午
前
９
時
30
分
〜
午
前
11
時
30
分

　

会
場 

あ
い
あ
い
プ
ラ
ザ

（
敦
賀
市
東
洋
町
４
‐
１
）

　

日
時　

２
月
６
日(

月)

・
2
月
7
日(

火)
午
前
９
時
30
分
〜
午
前
11
時
30
分

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申
告
説
明
会

　

会
場 

あ
い
あ
い
プ
ラ
ザ

　

日
時 

２
月
８
日
（
水
）
午
前
・
午
後

　
　
　

 

２
月
９
日
（
木
）
午
前
・
午
後

　
　
　

 

２
月
10
日
（
金
）
午
前
の
み

　

午
前
の
部　

９
時
30
分
〜
11
時
30
分

　

午
後
の
部　

１
時
30
分
〜
３
時
30
分

●
美
浜
町
の
申
告
相
談

　

会
場  

町
役
場

　

日
時  

２
月
16
日(

木)

〜
３
月
15
日(

水)

　
　

     

午
前
9
時
〜
午
前
11
時
30 

分

　
　

     

午
後
1
時
〜
午
後
4
時

　

な
お
、
当
日
の
混
み
具
合
に
よ
っ
て
、
受

付
終
了
時
間
を
早
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
「
Ｊ
Ａ
み
は
ま
」
と
の
共
同
申
告
相
談
で
す
。

　

譲
渡
所
得
及
び
山
林
所
得
が
あ
る
方
は
、

税
務
署
で
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
営
業
・
事
業
所
得
の
あ
る
方
は
、
必
ず

収
支
内
訳
書
を
ご
自
分
で
作
成
し
て
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

　

会
場  

美
浜
町
商
工
会

　

日
時  

２
月
16
日(

木)

〜
３
月
15
日(

水)

　
　

     

午
前
９
時
〜
正
午

　
　

     

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

※
農
業
所
得
及
び
譲
渡
所
得
以
外
の
所
得
に

　

つ
い
て
受
付
し
ま
す
（
有
料
）
。

　

た
だ
し
、
人
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

●
税
理
士
に
よ
る
青
色
申
告
決
算
講
習
会

・
会
場　

美
浜
町
商
工
会　

３
階
会
議
室

・
日
時　

２
月
３
日
（
金
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

所
得
税
の
確
定
申
告
の
期
間

　

確
定
申
告
を

　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

※
今
回
の
申
告
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
を
社

　

会
保
険
料
控
除
と
し
て
適
用
を
受
け
る

　

場
合
は
、
社
会
保
険
庁
よ
り
送
付
さ
れ
る

　

社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保

　

険
料
）
控
除

　

証
明
書
が
必

　

要
で
す
。

～敦賀税務署からのお知らせ～

平成17年分の所得税の確定申告は2月16日から3月15日までに

会
場
及
び
日
程

「
確
定
申
告
」
自
分
で

　
   

書
い
て
お
早
め
に
！



受付日 集落名 会　場 受付時間

2
月

22日(水)
栄 栄会館   9:00～11:30
大　薮 生活改善センター 13:30～16:00

23日(木)
南　市 文化会館   9:00～11:30
気　山 コミュニティーセンター 13:30～16:00

24日(金)
小　倉 小倉会館   9:00～11:30
矢　筈 集会所 13:30～14:30
久　保 久保会館 15:30～16:30

27日(月)
麻　生 開発センター   9:00～11:30
野　口 農事集会所 13:30～16:00

28日(火)
小三ケ 安江集会所   9:00～11:30
上　野 生活改善センター   9:00～11:30
佐　野 生活改善センター 13:30～16:00

3
月

  1日(水)
宮　代 生活改善センター   9:00～11:30
郷　市 郷市児童館 13:30～16:00

  2日(木)
金　山 生活改善センター   9:00～11:30
久々子 生活改善センター 13:30～16:00

  3日(金)
中　寺 区民会館   9:00～11:30
松　原 担い手センター 13:30～16:00

  6日(月)
木　野 担い手センター   9:00～11:30
河原市 研修センター 13:30～16:00

  7日(火)
和　田 ふる里交流センター   9:00～11:30
新　庄 山村開発センター 13:30～16:00

  8日(水)
佐　柿 国吉会館   9:00～11:30
興道寺 農業研修センター 13:30～16:00

  9日(木)
早　瀬 生活改善センター   9:00～11:30
山　上 農村婦人の家 13:30～16:00

10日(金)
北　田 集落センター   9:00～11:30
太　田 生活改善センター 13:30～16:00

13日(月)
丹　生 公民館   9:00～11:30
佐　田

佐田公民館 13:30～16:30
けやき台

14日(火)
日　向 漁村センター   9:00～11:30
菅　浜 農業構造改善センター 13:30～16:00

15日(水)

竹　波 公民館   9:00～11:30
雲　谷 生活改善センター   9:00～11:30
坂　尻 多目的センター 13:30～14:30
笹　田 生活改善センター 13:30～14:30
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・
申
告
書
に
添
付
す
る
必
要
書
類
（
収
支
内

　

訳
書
、
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）
、
生
命
保

　

険
料
や
損
害
保
険
料
等
の
支
払
証
明
書
な

　

ど
）

・
そ
の
他
所
得
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必
要

　

な
書
類
（
医
療
費
控
除
の
明
細
書
及
び
領

　

収
書
、
寄
付
金
等
の
支
払
証
明
書
な
ど
）

　

確
定
申
告
の
必
要
の
な
い
方
で
も
、
次
の

よ
う
な
場
合
は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
源
泉

徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

・
災
害
や
盗
難
な
ど
に
よ
り
住
宅
や
家
財
に

　

損
害
を
受
け
た
方

・
病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医
療
費
を
支

　

払
っ
た
方

・
住
宅
を
ロ
ー
ン
で
取
得
さ
れ
た
方

・
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
を
し
て
い

　

な
い
方　

な
ど

敦
賀
税
務
署　

個
人
課
税
１
部
門

☎
22
‐
９
２
６
７

〒
９
１
４
‐
８
５
４
０

　
　

敦
賀
市
鉄
輪
町
１
‐
７
‐
３

所
得
税
の
還
付
申
告

平成18年度の
住民税(町県民税)の各集落での
申告受付は2月22日から始まります

該当する方は期間中に必ず
 　　　　申告を行ってください

　

本
年
1
月
1
日
現
在
、
町
内
に
居
住
し
次

に
該
当
す
る
方

・
平
成
17
年
中
に
所
得
の
あ
っ
た
方

　

所
得
が
給
与
や
公
的
年
金
だ
け
で
、
そ
の

　

支
払
者
か
ら
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て

　

い
る
方
や
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ

　

た
方
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
所
得
が
な
く
て
も
町
役
場
か
ら
申
告
書
の

　

用
紙
が
送
付
さ
れ
た
方

（
国
民
健
康
保
険
加
入
者
等
）

・
印
鑑

・
平
成
17
年
中
の
収
入
や
必
要
経
費
を
明
ら

　

か
に
す
る
書
類

・
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

　

証
明
書

・
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、
損
害

　

保
険
料
の
支
払
証
明
書

・
医
療
費
控
除
を
う
け
る
方
〔
医
療
費
の
支

　

払
額
か
ら
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る

　

額
を
差
し
引
い
た
額
が
10
万
円
以
上
（
所

　

得
の
5
％
が
10
万
円
以
下
の
方
は
そ
の
金

　

額
）
〕
は
、
医
療
費
控
除
の
明
細
書
及
び

　

領
収
書

～町税務課からのお知らせ～

　

郵
送
等
で
申
告
を
さ
れ
る
方
は

　
　

次
の
書
類
が
必
要
で
す

申
告
書
の
送
付
先

　
　

お
問
い
合
わ
せ

　
　

申
告
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　

な
ら
な
い
人

申告書の送付先・お問い合わせ
町税務課　☎３２‐６７０２

※この会場では確定申告の受付はできません。確定申告を
　される方は、税務署や確定申告相談会場をご利用ください。

住
民
税
の
申
告
期
間

申
告
に
必
要
な
も
の

 

２
月
16
日(

木)

〜
３
月
15
日(

水)
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佐
竹
良
三
郎
奨
学
育
英
資
金

　

佐
竹
良
三
郎
奨
学
育
英
資
金
（
奨

学
金
）
は
、
平
成
14
年
9
月
に(

故)

佐

竹
良
三
郎
氏
の
ご
厚
志
に
よ
り
創
設
さ

れ
、
大
学
生
に
学
資
を
貸
し
出
す
も
の

で
す
。

　

奨
学
金
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
し

込
み
条
件
、
返
還
方
法
等
を
お
問
い
合

わ
せ
の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
出
願
資
格

　

町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方
の
子

弟
で
、
大
学(

短
大
・
大
学
院
を
除
く)

に
在
籍
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
入
学
見

込
み
の
方
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
資
質

を
有
し
な
が
ら
、
経
済
的
理
由
に
よ
り

著
し
く
修
学
困
難
な
方

●
貸
付
金
額

　

月
額 

４
０
，
０
０
０
円
以
内(

無
利
子)

　

県
の
産
業
別
最
低
賃
金
（
時
間
額
）

は
、
県
内
の
繊
維
製
造
業
、
機
械
器
具

製
造
業
、
電
気
機
械
器
具
製
造
業
、
各

種
商
品
小
売
業
の
4
業
種
に
設
定
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
程
、
す
べ
て
の
最
低
賃

金
が
改
正
さ
れ
昨
年
12
月
24
日
か
ら
適

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
繊
維
製
造
業　
　
　
　

 
６
９
７
円

●
機
械
器
具
製
造
業　
　

 

７
４
８
円

●
電
気
機
械
器
具
製
造
業 

７
０
６
円

●
各
種
商
品
小
売
業　
　

 

７
１
５
円

●
そ
の
他

　

産
業
別
最
低
賃
金
が
適
用
除
外
に
な

る
業
種
の
方
は
、
県
最
低
賃
金
（
時
間

額　

６
４
５
円
・
平
成
17
年
10
月
1
日

よ
り
適
用
）
の
適
用
を
受
け
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

敦
賀
労
働
基
準
監
督
署☎22

‐
０
７
４
５

●
募
集
人
員

　

７
名
ま
で
（
採
用
に
つ
い
て
は
町
教

育
委
員
会
で
選
考
し
ま
す
）

●
貸
付
期
間

　

採
用
さ
れ
た
年
の
４
月
か
ら
卒
業
す

る
ま
で
の
標
準
修
業
年
限

●
出
願
期
限

　

平
成
18
年
5
月
10
日
（
水
）
ま
で
に

申
請
書
等
を
町
教
育
委
員
会
事
務
局
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
教
育
委
員
会
事
務
局(

担
当
・
山
下)

☎
32
‐
６
７
０
９

　
　

県
産
業
別
最
低
賃
金

※お問い合わせ先　町企画課（担当・西野）☎３２－６７０１

日 時

会 場

 １月２８日（土）
１３：００～１５：３０

美浜町中央公民館 ホール

『自然 かがやき　人 いきいき　

　　　まちがにぎわう　美
うま

し美浜』をめざして 美浜町まちづくりフォーラム美浜町まちづくりフォーラム

内 容 13:00～ 開会
13:20～「第四次美浜町総合振興計画」概要説明
14:00～ 基調講演「まちづくりの難しさと楽しさ
　　　　　　－住民と行政とのパートナーシップ－」
　　　　　【講師】名古屋大学名誉教授・
　　　　     日本福祉大学知多半島総合研究所所長  堀内　守氏

※お問い合わせ先　町企画課（担当・田辺）☎３２－６７０１

美浜町男女共同参画フォーラム美浜町男女共同参画フォーラム
日 時　 ２月１８日（土）
　　　 １３:００～１５:３０

内 容　13:00～　開会
　　　  13:15～　推進集落実践発表（佐柿区）
　　　  13:50～　啓発講演
　　　　　　　　　　「女の土俵、男の土俵 
　　　　　　　　　　　　　～広げよう女

ひと

と男
ひと

のいい関係～」
　　　　　　　　　　　　 〈講師〉宝

たからい

井　琴
きんおう

桜氏（講談師）　　　

会 場　美浜町保健福祉センター
　　　「はあとぴあ」はあとホール

　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「
　　　　　　　　　　　　　～広げよう　　　　　　　　　　　　　～広げよう　　　　　　　　　　　　　～広げよう　　　　　　　　　　　　　～広げよう
　　　　　　　　　　　　 〈講師〉　　　　　　　　　　　　 〈講師〉　　　　　　　　　　　　 〈講師〉　　　　　　　　　　　　 〈講師〉
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レ
イ
ク
の
丘

レ
イ
ク
ヒ
ル
ズ
美
方
病
院
便
り

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ
い
て

　　

い
よ
い
よ
冬
将
軍
の
到
来
で
す
。
最
近
、

鳥
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ま

ず
は
こ
の
冬
流
行
す
る
と
思
わ
れ
る
既
存

の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
予
防
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

日
常
生
活
に
お
け
る
予
防
の
た
め
の
注

意
点
は
、
①
十
分
な
栄
養
と
休
養
を
と
る
。

②
人
ご
み
に
行
か
な
い
よ
う
に
す
る
。

③
外
出
時
マ
ス
ク
を
す
る
。
④
外
出
後
必

ず
手
洗
い
と
う
が
い
を
す
る
。
⑤
室
内
が

乾
燥
し
な
い
よ
う
加
湿
す
る
。
な
ど
で
す
。

　

ま
た
、
予
防
の
基
本
は
流
行
す
る
前
に

予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
で
す
。
ワ
ク
チ

ン
の
効
果
が
出
る
ま
で
に
は
約
2
週
間
か

か
り
、
約
5
か
月
（
ほ
ぼ
１
シ
ー
ズ
ン
）

効
果
が
持
続
し
ま
す
。
特
に
高
齢
者
や
呼

吸
器
疾
患
・
心
臓
病
・
糖
尿
病
の
方
や
こ

う
し
た
方
と
接
す
る
機
会
が
多
い
方
（
同

居
や
お
世
話
を
し
て
い
る
方
）
も
予
防
接

種
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
場
合
、
の
ど
の
痛

み
、
鼻
汁
の
ほ
か
に
38
℃
以
上
の
発
熱
、

頭
痛
、
関
節
痛
、
筋
肉
痛
な
ど
の
全
身
症

状
が
強
く
見
ら
れ
ま
す
。
も
し
わ
ず
ら
っ

て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
単
な
る
風
邪

だ
と
軽
く
考
え
ず
に
、
早
め
に
医
療
機
関

で
受
診
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。　

（
副
院
長　

東 

博
司
）

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

レ
イ
ク
ヒ
ル
ズ
美
方
病
院　

総
務
課

　
　

☎
45
‐
１
１
３
１

　

平
成
17
年
分
の
所
得
か
ら
、生
命
保

険
会
社
等
が
発
行
す
る
控
除
証
明
書
と

同
様
に
、国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証

明
書
ま
た
は
、領
収
書
を
確
定
申
告
等

の
際
に
添
付
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

●
今
回
の
証
明
書
送
付
対
象
者

　

送
付
対
象
者
に
は
す
で
に
昨
年
11
月

上
旬
に
発
送
し
ま
し
た
が
、11
月
発
送
の

対
象
者
と
な
ら
な
か
っ
た
方
で
、平
成
17

年
に
お
い
て
、10
月
1
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
方

●
発
送
日

　

2
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
。（
た
だ
し
、

一
部
の
方
に
つ
い
て
は
若
干
遅
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
）

●
注
意
点

　

世
帯
主
の
方
は
、家
族（
世
帯
員
）の

国
民
年
金
保
険
料
を
連
帯
し
て
納
付
す

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。（
夫
婦
も
お
互
い

の
保
険
料
を
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務

が
あ
り
ま
す
）

　

こ
の
た
め
、ご
家
族
や
配
偶
者
の
保
険

料
を
支
払
っ
た
場
合
、支
払
っ
た
本
人
が

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
計
上
で
き
ま

す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

控
除
証
明
書
の
内
容
に
対
す
る
お
問

い
合
わ
せ
や
、控
除
証
明
書
が
届
か
な

い
場
合
、紛
失
し
て
し
ま
い
再
発
行
が
必

要
な
場
合
な
ど
は
左
記
の
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　

☎
０
５
７
０
‐
０
０
‐
９
９
１
１

　
（
平
日
9
時
〜
17
時
・
土
日
祝
日
を
除
く
）

　

な
お
、電
話
機
の
設
定
、Ｐ
Ｈ
Ｓ
な
ど

の
電
話
機
に
よ
っ
て
は
つ
な
が
ら
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
の
場
合
は
社
会

保
険
事
務
所
へ
お
か
け
直
し
く
だ
さ
い
。

　

県
社
会
保
険
事
務
局
敦
賀
事
務
所

　

☎
23‐

３
６
６
６

年
金

ニ
ュ
ー
ス

年
金

ニ
ュ
ー
ス

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

　
　
　

控
除
証
明
書
の
送
付
の
お
知
ら
せ

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

　
　
　

控
除
証
明
書
の
送
付
の
お
知
ら
せ

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
家
庭
用
品
の

　
　
　
　
　
　
　
　

  

廃
棄
方
法

　

肺
に
入
る
と
長
い
潜
伏
期
間
を
経
て
、
肺

が
ん
、
悪
性
中
皮
種
な
ど
の
病
気
を
引
き
起

こ
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
経
済
産
業
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　
　
　

h
ttp
://w
w
w
.m
eti.go

.jp
/

●
ア
ス
ベ
ス
ト
を
含
ん
だ
製
品
の
一
例

ト
ー
ス
タ
ー
、
オ
ー
ブ
ン
レ
ン
ジ
、

コ
ン
ロ
、
こ
た
つ
、
ポ
ッ
ト
、

ア
イ
ロ
ン
、
掃
除
機
、
ス
ト
ー
ブ
、

　

家
庭
で
使
わ
れ
て
い
る
家
庭
用
品
の
う

ち
、
１
８
０
社
６
０
８
製
品
に
ア
ス
ベ
ス

ト
（
石
綿
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
経

済
産
業
省
の
実
施
し
た
調
査
で
分
か
り
ま

し
た
。
（
平
成
17
年
11
月
10
日
現
在
）

　

こ
れ
ら
の
製
品
の
う
ち
、
通
常
の
使
用

に
お
い
て
ア
ス
ベ
ス
ト
が
飛
散
す
る
可
能

性
が
あ
る
も
の
は
、
2
製
品
で
い
ず
れ
も

火
鉢
と
と
も
に
販
売
さ
れ
て
い
た
灰
に
含

ま
れ
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
製
品
は

昭
和
41
年
ま
で
に
販
売
を
終
了
し
て
い
ま

す
。

　

製
造
元
で
は
、
こ
の
ほ
か
の
製
品
に
つ
い

て
は
、
通
常
の
使
用
で
は
ア
ス
ベ
ス
ト
が

飛
散
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
ア
ス
ベ
ス
ト
が
含
ま
れ
て
い

る
家
庭
用
品
を
一
般
廃
棄
物
と
し
て
廃
棄

す
る
場
合
に
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
を
飛
散
さ

せ
な
い
よ
う
製
品
を
分
解
せ
ず
、
他
の
ご

み
と
分
け
、
袋
に
「
ア
ス
ベ
ス
ト
」
と
表

示
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ご
使
用
の
家
庭
用
品
が
ア
ス
ベ

ス
ト
を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
は
、
製
品

を
製
造
し
た
メ
ー
カ
ー
、
製
品
番
号
、
製

造
年
か
ら
判
断
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
製
造
元
に
直
接
確
認
す
る
か
、
経
済

産
業
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

●
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
と
は
…

　

天
然
に
で
き
た
鉱
物
繊
維
で
、
目
に
見

え
な
い
く
ら
い
細
い
繊
維
の
た
め
、
気
づ

か
な
い
う
ち
に
吸
い
込
ん
で
し
ま
う
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

ド
ラ
イ
ヤ
ー
、
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
、

金
庫　

等

（
製
品
に
よ
っ
て
は
ア
ス
ベ
ス
ト
が
使
わ

　

れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
）

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
生
活
課
（
担
当
・
片
山
）

☎
32
‐
６
７
０
３

　

エ
コ
ク
ル
美
方

☎
45
‐
２
３
０
０


